
 事業場外労働のみなし労働時間制とは、主に出張や外回り等の外勤業務に従事する労働者に適用される制度で、
労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、その労働時間の算定が困難な場合に、特定の時間を労働した

とみなすことができる制度です。今回は制度の概要と留意点についてご紹介いたします。 

P.1 （裏面につづく） 

    

１．対象業務 

「労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばないため

に、その労働時間の算定が困難な業務」（出張や外回り等の外勤業務） 

「労働時間の算定が困難な業務」にあたらないもの 

 

２．みなし労働時間 

①原則として、対象業務に従事した場合は、「所定労働時間」労働したものとみなす。 

「通常必要とされる時間」とは 

事業場外労働に従事する労働者の業務遂行状況からみた平均的な労働時間 

 

※行政指導としては、労使間の紛争を予防するために、業務の実態を最もよ

く分かっている労使間で協議して「労使協定」を締結することが適当である

とされています。 

ただし…  

②事業場外労働を遂行するためには、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合において

は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。 

③当該業務に関し、労使協定がある場合は、その協定に定める時間を当該業務の遂行に通常必要な時間とす

る。 

 ●何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーのなかに労働時間管理をするものがい

る場合 

 ●事業場外で業務に従事するが、携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合 

 ●事業場において、訪問先、帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業

務に従事し、その後事業場にもどる場合 

 事業場外労働のみなし労働時間制 



 

３．導入の流れ 

（所定労働時間8時間） 退社 20：00 終業 18：00 始業 9：00 

事業場外労働  
５時間（協定時間） 
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Ｐ.2 

事前に、就業規則に事業場外労働制に関する定めをすることについて、労働者の過半数で組

織する労働組合（ない場合は、労働者の過半数を代表する者）の意見を聴く 

事業場外労働のみなし労働時間制を導入することを

「就業規則」に定める 

就業規則を労働者に“周知”する 

①所定労働時間労働

したとみなす場合 

②事業場外労働を遂行する

ためには、通常、所定労働

時間を超えて労働すること

が必要となる場合 

③「労使協定」を締結する場合 

法定締結事項：対象業務、みなし労働時間、有効期間 

「労使協定」を

所轄の労働基準

監督署に届け出

る 

対象労働者を対象業務に就かせる 

 

４．留意点 

「事業場外労働のみなし労働時間制」を導入した場合においても、下記に該当する場合は、時間外労働、休日

労働、深夜労働について、通常の割増賃金の支払いが必要になります。 

「就業規則変更届」を所轄の労働基準監督署に届け出る 「労使協定」を労働者に“周知”する 

「みなし労働時間」

が法定労働時間を

“超えない”場合 

「みなし労働時間」が法定労働

時間を“超える”場合 

事業場内労働 事業場内労働 

●「時間外労働」の取扱い 

 「みなし労働時間が法定労働時間を超える場合」や「みなし労働時間が法定労働時間を超えていなくても事

業場内労働等の労働時間を加えて法定労働時間を超える場合」は、法定労働時間を超える時間について、割

増賃金（25％以上）の支払いが必要 

●「休日労働」の取扱い 

 法定休日に労働させた場合、休日割増賃金（35％以上）の支払いが必要 

●「深夜労働」の取扱い 

 午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働させた場合、深夜割増賃金（25％以上）の支払いが必要 

１時間 ２時間 ２時間

【例】始業時刻が9時、終業時刻が18時で所定労働時間が8時間（法定労働時間）の事業場で、労使協定でみなし労働時間を

「５時間」とした場合 

２時間分の割増

賃金の支払いが

必要 
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デライトコンサルティングは、 

「個人と組織の成長を図り、社会に貢献する」を経営理念として、 

－ Customer Delight（お客様の感動）－ 
を協創する人事コンサルティング会社です。 


